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内部統制システムの整備に関する基本方針の決議のお知らせ 

 

当社は、平成 18 年５月 25 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関す

る基本方針に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  当社は、社訓、経営理念、幹部憲章及び店長憲章等の行動指針に基づき、取締役及び

使用人が法令、定款及び各種規程並びに社会規範を遵守する経営体制を確立します。内

部監査部門である内部監査室は、事業全般にわたり、｢内部監査規程｣に基づく業務監査

等を実施することにより、法令、定款及び社内規程並びに社会規範の遵守を確保します。 

その監査結果を社長に報告するとともに、取締役及び監査役に周知する体制とします。

更に監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携して、取締役及び使用人の職務執行の

監査を行います。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録及び議事録、各取締役が｢職務

権限規程｣、｢稟議規程｣に基づき決裁した文書等及び取締役の職務の執行に係る情報を適

正に記録し、法令及び当社の｢文書管理規程｣に従い、適切に保存及び管理の運用を実施

し、必要に応じて運用状況の検証と各規程等の改訂、更新を行います。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、種々の損失の危険に際して、リスクの影響度の重要性と発生可能性の頻度に

応じたリスクの評価を行い、効率的なリスク管理のもとに、損失の危険を最小限にする 

ように取り組みます。 



店舗運営上のリスク等を想定し、対応策等を含めた｢危機管理規程｣を制定するととも

に、｢危機管理委員会｣を設置し、監査役や内部監査室長等もメンバーの一員となり、店

舗運営上のリスク管理に取り組んでおります。「危機管理委員会」は、「危機管理規程」

の整備、運用状況の確認と使用人に対する研修等を行います。今後はこの｢危機管理委員

会｣を全社的な問題に取り組む組織体制にするとともに「コンプライアンス委員会」の立

ち上げも検討します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、経営理念を機軸とする中期経営方針により策定された中期経営計画と年度毎

の経営方針に基づき各部門毎に行為方針書を作成し、従業員及びお取引先様への方針発

表会を開催し、経営目標を周知しております。また、当初目標の進捗状況は、取締役、

執行役員、常勤監査役、部長及び地区長等で構成された課題確認会議において、週次で

の検証を行っております。 

 ｢組織規程｣、｢業務分掌規程｣及び｢職務権限規程｣に、取締役等の職務権限と責任範囲

を定めて、取締役が効率的に職務執行が行える体制を確保しております。また、経営上

の重要事項につきましては、経営戦略会議で協議検討するとともに、「取締役会規程」に

より定められている決議事項及び付議事項に該当する事項については、取締役会に付議

することを遵守するとともに、全役員に議題に関する資料を事前に配布する体制にしま

す。 

 

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 

当社には、親会社及び子会社はありません。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項 

監査役と内部監査室が相互連携を取り、監査役が同行して店舗等の監査を行っており

ます。現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりません。監査役より補助す

べき使用人を置くことを求められた場合には、監査役と協議の上決定することにします。 

 

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

前号の監査役の職務を補助すべき使用人を配置した場合には、当該使用人の人事異動

及び人事評価等の決定には、事前に監査役の同意を得ることにより、取締役からの独立

性を確保します。 

 

 



８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に対する体

制 

 監査役は、取締役会、経営戦略会議、開発会議、店長会議及び課題確認会議等に出席

し、各種の重要な情報を得るとともに、取締役や執行役員等から業務執行状況の報告を

受けております。また、取締役及び使用人は、著しい損害を及ぼすおそれのある事実、

不正行為及び重要な法令や定款違反行為を認めた場合は監査役に報告します。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役会は、代表取締役社長をはじめ、各取締役と定期的に面談し、情報の共有化を

図ります。また、監査役は、会計監査人と定例の監査日に面談するとともに、定期的に

情報交換する打合せ会を開催し、更に内部監査室は内部監査報告書を監査役に回覧し、

報告する体制にしております。 

以 上 


